
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
四

告

示

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件

四
四

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

四
六

福
島
県
教
育
委
員
会

○
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
六

○
福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
八

規

則

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
号

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
書
）

第
一
条
の
二

政
令
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
書
の
記
載
事
項
変
更
申
請
書
）

第
一
条
の
三

政
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
申
請
書
に
よ
る
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
書
の
記
載
事
項
変
更
届
出
書
）

第
一
条
の
四

政
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
届
出
書
に
よ
る
届
出
に
当
た
つ
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
報
告
書
）

第
一
条
の
五

政
令
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
報
告
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
報
告
書
に
よ
る
報
告
に
当
た
つ
て
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
申
請
書
）

第
一
条
の
六

政
令
第
五
条
第
七
項
の
指
定
の
取
消
し
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
申
請
書
に
よ
る
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
公
私
連
携
型
保
育
所
設
置
の
届
出
書
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
か
ら
公
私
連
携
保
育
法

人
の
指
定
を
受
け
た
法
人
が
公
私
連
携
型
保
育
所
を
設
置
す
る
に
当
た
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
を
、
当
該
市
町
村
長
を
経
由
し

て
所
轄
の
保
健
福
祉
事
務
所
長
を
経
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
私
連
携
型
保
育
所
の
廃
休
止
承
認
申
請
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
五
十
六
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
私
連
携
型
保
育
所
を
廃
止
又
は

休
止
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
承
認
申
請
書
を
、
所
轄
の
保
健
福
祉
事
務
所
長
を

経
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
私
連
携
型
保
育
所
の
申
請
書
及
び
届
出
書
の
進
達
）

第
二
十
三
条
の
四

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
、
保
健
福
祉

事
務
所
長
は
、
意
見
を
付
し
て
知
事
に
進
達
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
六
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

───────────────────────────────────────────────────────────
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（
総

務

課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
。
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担
い
手
課
で
平
成
二

十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

認
可
申
請

土
地

年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

佐
藤

武
治

福
島
市
笹
谷
字
中
町
四

福
島
市
笹
谷
字
中
町
八
―
七

平
成
二
九
年

ほ
か
十
四
筆

一
月
一
三
日

遊
佐

利
右
衞

福
島
市
笹
谷
字
西
小
楢

福
島
市
笹
谷
字
山
王
前
二
三

同

門

一
八

ほ
か
五
筆

日

佐
藤

幹
彦

福
島
市
笹
谷
字
塗
谷
地

福
島
市
大
笹
生
字
福
田
四
二

同

六
三

ほ
か
三
筆

日

渡
邊

次
男

福
島
市
大
笹
生
字
水
口

福
島
市
大
笹
生
字
鰻
堀
二
六
―

同

一
七
―
一

一
ほ
か
三
筆

日

株
式
会
社

カ

福
島
市
大
笹
生
字
横
堀

福
島
市
大
笹
生
字
中
谷
地
六

同

ト
ウ
フ
ァ
ー
ム

一
二
―
一

五
―
一
ほ
か
二
十
一
筆

日

株
式
会
社

斎

福
島
市
飯
坂
町
中
野
字

福
島
市
飯
坂
町
中
野
字
中
江

同

藤
果
樹
園

森
三
一

一
二
ほ
か
九
筆

日

佐
藤

正
吉

福
島
市
鎌
田
字
船
前
一

福
島
市
山
口
字
天
神
二
三
ほ

同

二
―
二

か
二
筆

日

栗
原

正
司

福
島
市
大
波
字
水
戸
内

福
島
市
大
波
字
城
前
七
五
―

同

一
二
―
三

一
ほ
か
五
筆

日

油
井

健
治

福
島
市
仁
井
田
字
北
屋

福
島
市
八
木
田
字
水
神
二
四

同

敷
五

ほ
か
十
三
筆

日

大
友

伸
夫

福
島
市
上
名
倉
字
杢
玉

福
島
市
荒
井
字
北
原
西
二
七
―

同

一
二

一
ほ
か
二
筆

日

曵
地

正
人

福
島
市
荒
井
字
苗
代
添

福
島
市
荒
井
字
竹
ノ
内
八
二

同

四
三
県
住
二
―
四
〇
二

ほ
か
十
三
筆

日

丹
治

正
志

福
島
市
平
石
字
山
発
田

福
島
市
平
石
字
熊
野
前
三
ほ

同

一

か
一
筆

日

株
式
会
社

オ

福
島
市
上
名
倉
字
杢
玉

福
島
市
平
石
字
原
高
屋
一
六
―

同

ブ
リ
ガ
ー
ド

一
二

一
ほ
か
一
筆

日

茂
木

文
一

福
島
市
松
川
町
水
原
字

福
島
市
松
川
町
水
原
字
町
田

同

中
屋
敷
八
五

五
四
ほ
か
六
筆

日

株
式
会
社

松

福
島
市
松
川
町
浅
川
字

福
島
市
松
川
町
字
速
見
一
五

同

川
ア
グ
リ
農
産

柳
作
八
―
一

ほ
か
六
筆

日

古
関

善
寛

福
島
市
飯
野
町
大
久
保

福
島
市
飯
野
町
大
久
保
字
流

同

字
小
池
三
〇

田
三
六
ほ
か
九
筆

日

鈴
木

伸
一

白
河
市
舟
田
水
口
二
一

白
河
市
板
橋
大
塚
九
―
一
ほ

同

か
十
筆

日

鈴
木

滋
夫

白
河
市
表
郷
金
山
字
荒

白
河
市
表
郷
金
山
字
白
旗
一
―

同

屋
五

一
ほ
か
七
筆

日

株
式
会
社

吉

白
河
市
表
郷
金
山
字
竹

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
金
沢

同

野
家
フ
ァ
ー
ム

ノ
内
三
五

内
字
細
町
一
八

日

福
島

農
事
組
合
法
人

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
見

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
村
北

同

結
乃
村
農
楽

祢
五
二
六
九

四
八
六
ほ
か
十
九
筆

日

団神
田

功

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
横

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
津
金
沢

同

マ
ク
リ
五
七
〇
―
一

八
七
―
一
ほ
か
二
筆

日

───────────────────────────────────────────────────────────
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渡
部

誠

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
町

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
六
百

同

尻
三
三
八

苅
七
八
ほ
か
二
筆

日

高
橋

孝
雄

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
太

同

字
太
郎
丸
三
三
二
二

郎
丸
一
五
八
ほ
か
二
十
筆

日

佐
藤

敏
朗

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉
川
字

同

川
字
反
田
四
〇
八
八

北
原
七
三
―
一
ほ
か
十
六
筆

日

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
一
号

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日
付
け
で
東
北
地
方
整
備
局
長
か
ら

次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島

県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

備

考

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
市
霊
山
町
下

変
更
前

Ａ

九
・
〇
〜

二
〇
、一
二
八
・

一
一
五
号

小
国
字
力
持
四
一

五
七
・
〇

〇

番
一
地
先
か
ら

福
島
市
成
川
字
杵

清
水
九
番
二
地
先

ま
で

伊
達
市
霊
山
町
下

Ｂ

一
五
・
〇
〜

六
、
七
四
二
・

小
国
字
荒
屋
敷
無

一
五
〇
・
九

〇

番
地
先
か
ら

同

市
保
原
町
上

保
原
字
上
当
築
二

九
番
一
地
先
ま
で

伊
達
市
保
原
町
上

Ｃ

一
四
・
八
〜

五
、
六
五
一
・

保
原
字
上
当
築
二

二
五
八
・
〇

〇

九
番
一
地
先
か
ら

伊
達
郡
桑
折
町
大

字
松
原
狸
内
七
二

番
地
先
ま
で

伊
達
市
霊
山
町
下

変
更
後

Ａ

九
・
〇
〜

二
〇
、一
二
八
・

小
国
字
力
持
四
一

五
七
・
〇

〇

番
一
地
先
か
ら

福
島
市
成
川
字
杵

清
水
九
番
二
地
先

ま
で

伊
達
市
霊
山
町
下

Ｂ

一
五
・
〇
〜

六
、
七
四
二
・

小
国
字
荒
屋
敷
無

一
五
〇
・
九

〇

番
地
先
か
ら

同

市
保
原
町
上

保
原
字
上
当
築
二

九
番
一
地
先
ま
で

伊
達
市
保
原
町
上

Ｃ

一
四
・
八
〜

五
、
五
四
三
・

保
原
字
上
当
築
二

二
五
八
・
〇

〇

九
番
一
地
先
か
ら

伊
達
郡
桑
折
町
大

字
松
原
字
狸
内
六

一
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
備
考
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

ア

幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
し
、
小
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合
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教

職

に

関

す

る

科

目

在
職
年
数

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及
び
進

路
指
導
等
に
関
す
る
科
目

各
教
科
の
指
導
法

道
徳
の
指
導
法

一

七

一

二

イ

中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
し
、
小
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教

職

に

関

す

る

科

目

在
職
年
数

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及
び
進

路
指
導
等
に
関
す
る
科
目

各

教

科

の

指

導

法

一

七

二

ウ

小
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
し
、
中
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教

職

に

関

す

る

科

目

教
科
に
関
す

教
育
課
程
及
び
指
導
法

在
職
年
数

る
科
目

に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及
び
進

路
指
導
等
に
関
す
る
科
目

各
教
科
の
指
導
法

一

七

二

二

二

五

一

二

エ

高
等
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
し
、
中
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教

職

に

関

す

る

科

目

教
科
又

は
教
職

在
職
年
数

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相

に
関
す

談
及
び
進
路
指
導
等

る
科
目

各
教
科
の
指
導
法

道
徳
の
指
導
法

に
関
す
る
科
目

一

一

一

一

三

オ

中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
（
二
種
免
許
状
を
除
く
。
）
を
有
し
、
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許

状
を
取
得
す
る
場
合

教

職

に

関

す

る

科

目

教
科
又

は
教
職

在
職
年
数

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相

に
関
す

談
及
び
進
路
指
導
等

る
科
目

各

教

科

の

指

導

法

に
関
す
る
科
目

一

一

二

六

別
表
第
一
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状
か
ら
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教
科
に
関
す
る

教
職
に
関
す
る

教
科
又
は
教
職
に

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数

科

目

科

目

関
す
る
科
目

一
〇

二
〇

二
四

一
六

九
〇

一
一

一
九

二
三

一
五

八
五

一
二

一
八

二
二

一
四

八
〇

一
三

一
七

二
〇

一
四

七
五

一
四

一
六

一
九

一
二

七
〇

一
五

一
五

一
八

一
一

六
五

一
六

一
四

一
六

一
〇

六
〇

一
七

一
三

一
五

九

五
五

一
八

一
二

一
四

八

五
〇

一
九

一
〇

一
二

八

四
五
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二
〇

九

一
一

八

四
〇

二
一

八

一
〇

七

三
五

二
二

七

九

六

三
〇

二
三

六

八

五

二
五

二
四

五

七

五

二
〇

二
五

四

六

五

一
五

別
表
第
一
に
次
の
表
を
加
え
る
。

六

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の

修
得
方
法

ア

修
業
年
限
三
年
の
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
て
い
る
者
が
高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許

状
か
ら
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教
科
に
関
す
る

教
職
に
関
す
る

教
科
又
は
教
職

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数

科

目

科

目

に
関
す
る
科
目

四

一
〇

一
二

八

四
五

五

九

一
一

八

四
〇

六

八

一
〇

七

三
五

七

七

九

六

三
〇

八

六

八

五

二
五

九

五

七

五

二
〇

一
〇

四

六

五

一
五

イ

修
業
年
限
二
年
の
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
て
い
る
者
が
高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許

状
か
ら
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

教
科
に
関
す
る

教
職
に
関
す
る

教
科
又
は
教
職

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数

科

目

科

目

に
関
す
る
科
目

六

一
三

一
六

一
一

六
〇

七

一
二

一
五

一
〇

五
五

八

一
一

一
四

九

五
〇

九

一
〇

一
二

八

四
五

一
〇

九

一
一

八

四
〇

一
一

八

一
〇

七

三
五

一
二

七

九

六

三
〇

一
三

六

八

五

二
五

一
四

五

七

五

二
〇

一
五

四

六

五

一
五

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
義
務
教
育
課
）

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名

称

部
・
科

学

科

位

置
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福
島
県
立
視
覚
支
援
学
校

小
学
部

福
島
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

保
健
理
療
科

専
攻
科

理
療
科

福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校

幼
稚
部

郡
山
市

小
学
部

中
学
部

高
等
部

普
通
科

情
報
工
業
科

生
活
技
術
科

福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校
福
島
校

幼
稚
部

福
島
市

小
学
部

福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校
会
津
校

幼
稚
部

会
津
若
松
市

小
学
部

福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校
平
校

幼
稚
部

い
わ
き
市

小
学
部

福
島
県
立
大
笹
生
支
援
学
校

小
学
部

福
島
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
郡
山
支
援
学
校

小
学
部

郡
山
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
支
援
学
校

小
学
部

郡
山
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
須
賀
川
支
援
学
校

小
学
部

須
賀
川
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
須
賀
川
支
援
学
校
医
大
校

小
学
部

福
島
市

中
学
部

福
島
県
立
須
賀
川
支
援
学
校
郡
山
校

小
学
部

郡
山
市

中
学
部

福
島
県
立
西
郷
支
援
学
校

小
学
部

西
白
河
郡
西
郷
村

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
石
川
支
援
学
校

小
学
部

石
川
郡
石
川
町

中
学
部

高
等
部

普
通
科



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成29年１月31日 火曜日 福 島 県 報 第2869号50

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
立
石
川
支
援
学
校
た
ま
か
わ
校

小
学
部

石
川
郡
玉
川
村

中
学
部

福
島
県
立
た
む
ら
支
援
学
校

小
学
部

田
村
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
会
津
支
援
学
校

小
学
部

会
津
若
松
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
会
津
支
援
学
校
竹
田
校

小
学
部

会
津
若
松
市

中
学
部

福
島
県
立
猪
苗
代
支
援
学
校

小
学
部

耶
麻
郡
猪
苗
代
町

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
平
支
援
学
校

小
学
部

い
わ
き
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
い
わ
き
支
援
学
校

小
学
部

い
わ
き
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

ろ
う

福
島
県
立
い
わ
き
支
援
学
校
く
ぼ
た
校

高
等
部

普
通
科

い
わ
き
市

福
島
県
立
富
岡
支
援
学
校

小
学
部

双
葉
郡
富
岡
町

中
学
部

高
等
部

普
通
科

福
島
県
立
相
馬
支
援
学
校

小
学
部

相
馬
市

中
学
部

高
等
部

普
通
科

「
福
島
県
立

盲
学
校
長

「
福
島
県
立
視
覚
支
援

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中

（
福
島
県
立

聾
学
校
長
）

を

（
福
島
県
立
聴
覚
支

ろ
う

（
福
島
県
立

養
護
学
校
長
）
」

（
福
島
県
立

支

学
校
長

援
学
校
長
）

に
改
め
る
。

援
学
校
長
）
」

「福
島
県
立

盲
学
校
長

「福
島
県
立
視
覚
支
援
学
校
長

第
四
号
様
式
中

（福
島
県
立

聾
学
校
長

）

を

（福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校
長

）

に

（福
島
県
立

養
護
学
校
長

）
」

（福
島
県
立

支
援
学
校
長

）
」

改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「
福
島
県
立

聾
学
校
長
」
を
「
福
島
県
立
聴
覚
支
援
学
校
長
」
に
改
め
る
。

ろ
う

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
支
援
教
育
課
）


